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手形・小切手の全面的な電子化に向けた対応について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

手形・小切手の取扱いについては、2021年 6月に政府より公表された「成長戦略実

行計画」を踏まえ、政府・産業界・金融界は一丸となって、2026年度末（令和 9年 3

月末）までの手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みを行っております。 

当組合におきましても、手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みとして、

下記の通り対応いたしますのでお知らせします。 

 

1. 当座預金の新規口座開設の廃止 

受付終了日：2025年 11月 28日（金） 

2025年 12月以降は当座預金の新規口座開設の受付は廃止とさせていただきます。 

実施日以降に事業性資金にかかる新規口座の開設をご希望の場合は「普通預金」ま

たは「決済用預金(無利息型普通預金)」をご利用ください。 

現在、当座預金を開設済みのお客様は引き続きご利用いただけます。 

 

2. 2027年 4月以降を期日とする手形・小切手の代金取立の受付停止 

受付終了日：2025年 11月 28日（金） 

上記期日以降、2027年 4月 1日（木）以降を期日とする手形や小切手（先日付小

切手）について、期日管理を行う代金取立の受付を停止いたします。 

 

3. 手形帳、小切手帳の発行受付の終了 

受付終了日：2025年 12月 30日（火） 

上記期日をもちまして手形帳、小切手帳の発行受付を終了いたします。 

なお、上記期日前であっても手形帳、小切手帳の在庫が無くなった時点で発行受付

を終了させていただきます。 

 

4. 自己宛小切手（保証小切手）の発行事務の廃止 

受付終了日：2025年 12月 30日（火） 

上記期日をもちまして自己宛小切手の発行受付を終了いたします。 



5. 当座預金の払戻請求書による出金（当座勘定規定の改定） 

適用開始日：2026年 1月 5日（月） 

手形帳・小切手帳の発行停止に伴って、払戻請求書による店頭での払戻を可能とい

たします。上記期日以降は、当組合所定の払戻請求書へ記名・押印をいただくこと

で払戻を行う事ができます。 

※当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため

の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。 

 

6. 他行を支払地とする手形・小切手の入金受付の終了 

受付終了日：2027年 2月 1日（月） 

上記期日をもって、他行を支払地とする手形・小切手の預金入金を終了いたしま

す。 

 

7. 手形・小切手の最終振出期限 

最終振出期日：2027年 2月 1日（月） 

上記期日以降に振り出された手形・小切手は当座預金からの支払ができません。 

 

手形・小切手の電子化には、現物紛失リスクの低減に加え、押印・発送・保管等の

事務負担の軽減や印紙代等コストの削減など、様々なメリットがございます。 

手形・小切手をご利用のお客様におかれましては「でんさいネット」、「インター

ネットバンキング」等の電子的決済手段への移行をご検討下さいますようお願い申し

上げます。 
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電子化することで、「コスト削減」「事務負荷軽減」「リスク低減」等のメリットがあります。

●政府方針を受けて、多くの金融機関では2027年３月を待たずに前倒しで
手形・小切手の取扱いを縮小する動きを示しています（手形帳・小切手帳の
発行終了や2027年４月以降を期日とする手形等の代金取立受付の終了等）。

●事業者さまによっては、電子的決済サービスへの切替えには時間がかかる
場合があります。
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全国銀行協会のウェブサイトでは、紙の手形・小切手の電子化に関する情報等を掲載中！

詳しくは、取引金融機関にお問い合わせください！
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事業者さまの電子化支援や
資金繰り支援等のサポートを
行っている金融機関もあり

でんさい等の電子記録債権・
インターネットバンキングによる
振込等への切替えを案内

でんさい等の電子記録債権や
インターネットバンキングによる振込等があります。

電子的決済サービスには
何があるの？

事務手続きや管理手順の見直し
を行い初期設定

かんたん３ステップで導入できます。
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電子的決済サービスの導入は
難しくないの？

￥

事業者さまにおいて、これまでどおりの手形・小切手の利用が
できなくなる可能性があるため、早期に電子的決済サービス
への切替えのご検討をお願いします。
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